
全 国 市 議 会 旬 報 第 2268・9号（1）令和 6年 7月 5日号

令和6年
（２０２4年）
毎月３回５の日に発行

発行　全国市議会議長会

7 月 ５ 日

〒１０２-００９３
東京都千代田区平河町２-4-２
代表 TEL ０３ （３２６２） 5２３4
旬報 TEL ０３ （３２６２） 5２３7
発行人　宮 地　　 毅
https://www.si-gichokai.jp 議長会HP

2257・8全国
市議会旬報

第 号2268・9
ぜんこくしぎかいじゅんぽう

第第237237回回
理 事 会理 事 会

本
会
７
委
員
会

役員補欠選任
副会長・部会長副会長・部会長

本
会
の
副
会

長
市
の
熊
谷
市

及
び
東
海
部
会

長
市
の
岐
阜
市

で
議
長
交
代
が

あ
り
、
役
員
に

欠
員
が
生
じ
た小島副会長

（熊谷市）

黒田東海部会長
（岐阜市）

た
め
、
書
面
に
よ
り
役
員
補

欠
選
任
を
行
っ
た
。

後
任
に
は
、
副
会
長
に
小

島
正
泰
熊
谷
市
議
会
議
長
、

東
海
部
会
長
に
黒
田
育
宏
岐

阜
市
議
会
議
長
が
6
月
18
日

付
で
そ
れ
ぞ
れ
就
任
し
た
。

全
国
市
議
会
議
長
会
（
会
長
＝
坊
恭
寿
神
戸
市
会
議
長
）
は
７
月
2
日
、東
京・砂
防
会
館

別
館
で
第
２
３
7
回
理
事
会
を
開
催
。各
委
員
会
委
員
長
が
令
和
6
年
度
の
活
動
方
針（
4
～

5
面
）
を
報
告
し
、
こ
れ
を
了
承
し
た
ほ
か
、
来
た
る
10
月
9
、
10
両
日
、
盛
岡
市
で
開
催

さ
れ
る
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
日
程
等
（
３
面
）
に
つ
い
て
事
務
局
か
ら
報
告
し
た
。

当
日
は
、各
委
員
長
か
ら
の

報
告
に
続
き
、6
月
21
日
に
閣

議
決
定
さ
れ
た
政
府
の
重
要

課
題
に
対
す
る
方
針
や
翌
年

度
の
予
算
編
成
の
方
向
性
を

示
す「
経
済
財
政
運
営
と
改
革

の
基
本
方
針
２
０
２
４（
骨
太

の
方
針
２
０
２
４
）」
に
つ
い

て
事
務
局
か
ら
説
明
し
た
。

本
会
で
は
、
坊
会
長
が
国

と
地
方
の
協
議
の
場
で
骨
太

の
方
針
策
定
に
向
け
て
地
方

の
声
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
、

地
方
六
団
体
と
連
携
を
し
な

が
ら
意
見
を
述
べ
る
な
ど
対

応
し
た
結
果
、
地
方
の
一
般

財
源
総
額
の
確
保
に
つ
い
て

基
本
的
な
見
通
し
が
得
ら
れ

た
と
の
見
方
を
示
し
た
。

骨
太
の
方
針
に
よ
る
と
、

経
済
の
規
模
を
拡
大
さ
せ
つ

つ
、
経
済
再
生
と
財
政
健
全

化
を
両
立
す
る
と
の
基
本
的

な
考
え
方
に
基
づ
き
、
主
要

分
野
の
一
つ
と
し
て
、
地
方

行
財
政
基
盤
の
強
化
を
挙

げ
、
地
方
の
安
定
的
な
財
政

運
営
に
必
要
と
な
る
一
般
財

源
の
総
額
は
、
今
年
度
の
地

方
財
政
計
画
の
水
準
を
下
回

ら
な
い
よ
う
実
質
的
に
同
水

準
を
確
保
の
上
、
地
方
財
政

基
盤
の
持
続
性
を
確
保
、
強

化
す
る
と
し
て
い
る
。

今
年
度
ま
で
の
3
年
間
は
、

「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の

基
本
方
針
２
０
２
１
」
に
よ

る
地
方
一
般
財
源
総
額
の
実

質
同
水
準
ル
ー
ル
に
基
づ
い

て
財
源
が
確
保
さ
れ
て
き
た

が
、
来
年
度
以
降
の
予
算
編

成
の
基
本
的
考
え
方
と
し
て
、

こ
の
3
年
間
の
ル
ー
ル
を
２

０
２
５
年
度
か
ら
３
年
間
継

続
す
る
と
し
て
い
る
。

本
会
で
は
今
後
、
年
末
の

予
算
編
成
に
向
け
て
、
物
価

高
、
賃
上
げ
等
に
よ
る
人
件

費
の
増
の
ほ
か
、
様
々
な
政

策
の
増
加
要
因
な
ど
を
注
視

し
な
が
ら
、
地
方
税
財
源
の

充
実
・
確
保
を
最
重
要
課
題

と
し
て
位
置
付
け
、
議
長
会

一
体
と
し
て
活
動
に
取
り
組

ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
と
し

て
い
る
。

理
事
会
で
は
、

厚
生
年
金
へ
の
地

方
議
会
議
員
の
加

入
を
求
め
る
意
見

書
が
3
月
末
か
ら

新
た
に
26
市
議
会

で
採
択
さ
れ
、
6

月
28
日
現
在
、
計

448
市
区
（
55・0
％
）
に
達
し

た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

厚
生
年
金
を
含
む
公
的
年

金
全
般
の
制
度
改
正
の
動
き

と
し
て
は
、
本
年
は
5
年
に

一
度
の
公
的
年
金
制
度
の
財

政
検
証
の
年
に
当
た
り
、
そ

の
結
果
を
踏
ま
え
て
年
金
制

度
全
般
の
見
直
し
が
実
施
さ

れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、社
会
保
障
審
議
会
で

は
財
政
検
証
等
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、骨
太
の
方
針
２
０
２

４
で
も「
公
的
年
金
に
つ
い
て

は
、働
き
方
に
中
立
的
な
年
金

制
度
の
構
築
等
を
目
指
し
て
、

今
夏
の
財
政
検
証
の
結
果
を

踏
ま
え
、２
０
２
４
年
末
ま
で

に
制
度
改
正
に
つ
い
て
の
道

筋
を
付
け
る
」
と
し
、「
勤
労

者
皆
保
険
の
実
現
の
た
め
、企

業
規
模
要
件
の
撤
廃
を
始
め

短
時
間
労
働
者
へ
の
被
用
者

保
険
の
適
用
拡
大
の
徹
底
、常

時
５
人
以
上
を
使
用
す
る
個

人
事
業
所
の
非
適
用
業
種
の

解
消
等
に
つ
い
て
結
論
を
得

る
」
と
示
さ
れ
て
お
り
、年
末

向
け
て
制
度
改
正
の
議
論
に

入
る
と
見
込
ま
れ
る
。

一
方
、
坊
会
長
は
6
月
5

今
後
の
要
望
・
活
動
方
針
を
了
承

あいさつする坊会長（神戸市）

意見書厚生年金への加入

へ448 市区55 ％採択

https://www.si-gichokai.jp
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ら
、
国
と
地
方
公
共
団
体
及

び
地
方
公
共
団
体
相
互
間
の

関
係
に
つ
い
て
、
第
33
次
地

方
制
度
調
査
会
に
調
査
、
審

議
を
求
め
、
昨
年
12
月
の
同

調
査
会
答
申
を
受
け
て
国
会

提
出
に
至
っ
た
も
の
。

本
会
は
同
調
査
会
に
お
け

る
審
議
過
程
で
、大
規
模
災
害

や
感
染
症
の
ま
ん
延
な
ど
に

よ
り
国
民
の
安
全
に
重
大
な

影
響
を
及
ぼ
す
事
態
が
発
生

し
た
際
の
国
の
指
示
権
に
つ

い
て
、現
行
の
個
別
法
で
的
確

国
民
の
安
全
に
重
大
な
影

響
を
及
ぼ
す
事
態
に
お
け
る

国
と
地
方
公
共
団
体
と
の
関

係
等
の
特
例
を
新
た
に
盛
り

込
ん
だ
地
方
自
治
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
が
6
月
19

日
の
参
議
院
本
会
議
で
可

決・成
立
し
た
。

同
法
改
正
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
で

直
面
し
た
課
題
等
を
踏
ま
え
、

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
の
経
済
社
会

に
的
確
に
対
応
す
る
観
点
か

に
対
応
で
き
な
い
場
合
に
備

え
、予
め
国
と
地
方
公
共
団
体

及
び
地
方
公
共
団
体
間
の
関

係
に
一
定
の
ル
ー
ル
を
定
め

る
こ
と
の
合
理
性
に
つ
い
て

理
解
を
示
す
一
方
、非
平
時
に

お
け
る
国
の
地
方
公
共
団
体

に
対
す
る
指
示
権
は
、地
方
公

共
団
体
の
自
主
性・自
立
性
と

抵
触
す
る
た
め
、そ
の
発
動
の

要
件
を
厳
格
に
規
定
し
、発
動

す
る
際
に
は
関
係
す
る
地
方

公
共
団
体
と
の
協
議
や
意
見

聴
取
の
手
続
を
設
け
る
な
ど
、

緊
急
性
と
適
正
手
続
の
双
方

に
目
配
り
を
し
た
仕
組
み
の

必
要
性
を
訴
え
て
い
た
。

国
と
地
方
の
関
係
を
特
例
的
規
定

衆
参
両
院
で
附
帯
決
議

改
正
地
方
自
治
法

大
規
模
災
害
・
感
染
ま
ん
延
時

地方自治法地方自治法
改正改正

河野デジタル田園都市国家構想担当大臣に要望書を手交

松本総務大臣に要望書を手交

自見地方創生担当大臣に要望書を手交

同
法
は
、
衆
議
院
の
審
議

過
程
で
、
各
大
臣
が
生
命
等

の
保
護
の
措
置
に
関
す
る
指

示
を
し
た
場
合
に
、
そ
の
旨

及
び
そ
の
内
容
を
国
会
に
報

告
を
義
務
付
け
る
と
の
修
正

が
加
え
ら
れ
た
。

ま
た
、衆
参
両
院
で
▽
指
示

を
行
う
際
は
、事
前
に
関
係
地

方
公
共
団
体
等
と
十
分
に
必

要
な
調
整
を
行
う
こ
と
▽
指

示
を
行
っ
た
場
合
は
、事
後
検

証
の
結
果
に
基
づ
い
て
、迅
速

に
個
別
法
の
規
定
の
整
備
に

係
る
必
要
な
法
制
上
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
―
な
ど
の
附

帯
決
議
が
付
さ
れ
て
い
る
。

松
本
総
務
大
臣
は
6
月
18

日
の
閣
議
後
記
者
会
見
で
、

「
法
律
の
運
用
の
考
え
方
に

つ
い
て
各
府
省
へ
理
解
を
共

有
で
き
る
よ
う
周
知
徹
底
を

進
め
、
自
治
体
の
皆
様
に
も
、

さ
ら
に
丁
寧
に
ご
説
明
し
て

い
く
努
力
も
重
ね
て
い
く
」

と
述
べ
た
。

日
の
自
由
民
主
党
総
務
部

会・地
方
行
政
調
査
会・地
方

議
会
の
課
題
に
関
す
る
Ｐ
Ｔ

合
同
会
議
に
出
席
し
、
な
り

手
不
足
対
策
と
し
て
の
厚
生

年
金
加
入
実
現
の
重
要
性
に

つ
い
て
も
意
見
を
述
べ
た
と

の
説
明
が
あ
っ
た
。

こ
の
ほ
か
会
議
で
は
、
来

る
10
月
9
、
10
両
日
、
盛
岡

市
で
開
催
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム

の
日
程
等
の
ほ
か
、
理
事
会

に
先
立
ち
開
催
さ
れ
た
部
会

長
会
議
で
標
準
会
議
規
則
等

の
改
正
等
に
関
す
る
検
討
会

議
に
対
し
て
標
準
市
議
会
傍

聴
規
則
全
般
の
精
査
と
改
正

の
是
非
も
含
め
た
検
討
に
つ

い
て
諮
問
さ
れ
た
こ
と
に
つ

い
て
報
告
し
た
。

当
日
は
、
総
務
省
の
山
越

伸
子
地
域
力
創
造
審
議
官
が

「
地
域
力
創
造
の
取
組
」
と

題
し
、
説
明
し
た
。

坊
恭
寿
会
長

（
神
戸
市
）
を

は
じ
め
本
会
正

副
会
長
は
７
月

3
日
、
松
本
剛

明
総
務
大
臣
、

自
見
は
な
こ
地

方
創
生
担
当
大

臣
、
河
野
太

郎
・
デ
ジ
タ
ル

大
臣
兼
デ
ジ
タ

ル
田
園
都
市
国

家
構
想
担
当
大
臣
に
対
し
て

要
望
活
動
を
行
っ
た
。

〔
要
望
参
加
者
〕   

敬
称
略

会
長

坊　
恭
寿
（
神
戸
市
会
議
長
）

副
会
長

畑
中
優
周（
釧
路
市
議
会
議
長
）

松
野
久
郎（
白
石
市
議
会
議
長
）

小
島
正
泰（
熊
谷
市
議
会
議
長
）

竹
山　
聡（
一
宮
市
議
会
議
長
）

垣
内
葊
明（
丹
波
市
議
会
議
長
）

平
田
文
彦（
高
知
市
議
会
議
長
）

地方自治関係大臣へ要望地方自治関係大臣へ要望
正副会長正副会長
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本会主催の第19回研究フォーラムが10月9、10
の両日、岩手県盛岡市のトーサイクラシックホー
ル岩手（岩手県民会館）で開催されます。
今回のフォーラムでは、「主権者教育の新たな展

開」をテーマとし、各地方議会の主権者教育に係
る事例を検証するなど、地方議会の課題を整理し
た上で、その解決に向けた今後の方向性を展望し
ます。
各方面からお招きする講師の方々をはじめ皆

様方から活発なご意見をいただきながら広く討議
し、山積する課題解決の一助となるような有意義
なフォーラムにしたいと考えております。
多くの皆様方の積極的なご参加をお待ちしてお

ります。

トーサイクラシックホール岩手（岩手県民会館）
定 員 2,300 名 参加費 １人 9,000 円

令和 6 年 10 月 9 日  ▶  10 月 10 日
㈬ ㈭

申込期間	 6月24日（月）10:00 ～  
 7月12日（金）17:00
定 　 員 	 2,300名
	 （先着順ではありません）

※申込者が定員を超えた場合は、抽
選を行います。

※申込時に「議長優先」を選択した議
長については、抽選を行わず参加
確定となります。

参 加 費 	 1人　9,000円
申込方法	 本会ウェブサイト「研究フォーラム専用

ページ」に掲載の参加受付用ホーム
ページからお申込みください。

お問合せ	 全国市議会議長会
	 企画議事部
	 ☎	03-3262-2309

研究フォーラムin盛岡参加申込第19回

第１日目　10月 9日（水）
11:30	 開場・受付
13:00	 開会式
13:20	 基調講演
	 「人口減少社会における地域の未来図」（仮）
	 　菅　	義偉		第99代内閣総理大臣
13:50	 休憩
14:10	 パネルディスカッション
	 「地方議会の課題と主権者教育」（仮）
	 　コーディネーター
	 	 井柳	美紀	 静岡大学人文社会科学部法学科教授
	 　パネリスト
	 	 土山希美枝	法政大学法学部教授
	 	 越智	大貴	 一般社団法人 WONDER EDUCATION
   代表理事
  渡辺	嘉久	 読売新聞東京本社教育ネットワーク事務局
  遠藤	政幸 盛岡市議会議⾧ 
16:10	 次期開催地挨拶
16:20	 終了
17:30	 意見交換会【会場：ホテルメトロポリタン盛岡　NEW WING】
18:30	 意見交換会終了

第２日目　10月 10日（木）
 8:30	 開場
 9:00	 課題討議
	 「主権者教育の取組報告」（仮）	
	 　コーディネーター
	 	 河村	和徳	 東北大学大学院情報科学研究科准教授
	 　事例報告者
	 	 白鳥󠄀 敏明	 伊那市議会前議⾧
  諸岡	　覚	 四日市市議会議員（第83代議⾧）
	 	 服部	香代	 山鹿市議会議⾧
11:00	 閉会式
11:30	 視察
 ※登壇者は、変更になる場合もございます。

「主権者教育の新たな展開」「主権者教育の新たな展開」（仮）（仮）大会テーマ

① 情報システムの適正な利用等
・地方公共団体は、事務の種類・内容に応じ、情報システム
を有効に利用するとともに、他の地方公共団体又は国と協
力し、その利用の最適化を図るよう努めることとする。
・地方公共団体は、サイバーセキュリティの確保の方針を定
め、必要な措置を講じることとする。総務大臣は、当該方
針の策定等について指針を示すこととする。

② 公金の収納事務のデジタル化
eLTAXを用いて納付するものとして長が指定する公金
（地方税以外）の収納事務を、地方公共団体が地方税共同
機構に行わせるための規定を整備する。

１．DXの進展を踏まえた対応

３．大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす
被害の程度においてこれらに類する国民の安全
に重大な影響を及ぼす事態における特例

現行の国と地方公共団体との関係等の章とは別に
新たな章を設け、特例を規定する。

① 国による地方公共団体への資料又は意見の提出の求め
事態対処の基本方針の検討等のため、国は、地方公共団体

に対し、資料又は意見の提出を求めることを可能とする。
② 国の地方公共団体に対する補充的な指示
適切な要件・手続のもと、国は、地方公共団体に対し、その

事務処理について国民の生命等の保護を的確かつ迅速に実施
するため講ずべき措置に関し、必要な指示ができることとする。
【要件】	 個別法の規定では想定されていない事態のため個別法の指

示が行使できず、国民の生命等の保護のために	特に必要な
場合（事態が全国規模、局所的でも被害が甚大である場合
等、事態の規模・態様等を勘案して判断）	

【手続】		・あらかじめ、地方公共団体に対し、資料又は意見の提出の
	 	求め等の適切な措置を講ずるよう努める
	 ・閣議決定
	 ・事後の国会報告

③ 都道府県の事務処理と規模等に応じて市町村（保健所
設置市区等）が処理する事務の処理との調整
国民の生命等の保護のため、国の指示により、都道府県が

保健所設置市区等との事務処理の調整を行うこととする。
④ 地方公共団体相互間の応援又は職員派遣に係る国の役割
国による応援の要求・指示、職員派遣のあっせん等を可能と

する。

地域住民の生活サービスの提供に資する活動を行う団体を
市町村長が指定できることとし、指定を受けた団体への支援、
関連する活動との調整等に係る規定を整備する。

２．地域の多様な主体の連携及び協働の推進

○第３３次地方制度調査会「ポストコロナの経済社会に
対応する地方制度のあり方に関する答申」（令和５年
１２月２１日）を踏まえ、以下の改正を行う。

地方自治法の一部を改正する法律の概要

衆議院附帯決議（衆議院ホームページ内該当ページへ）
参議院附帯決議（参議院ホームページ内該当ページへ）

地方自治法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

【施行期日】１①、２及び３	：令和６年９月２６日(1①の一部は令和８年４月１日）
	 １②	 ：公布の日(令和６年６月２６日)から起算して２年６月を超えない範囲内において政令で定める日

全国市議会議長会
研究フォーラム

第
19
回

in
盛	岡

参加申込 受付中 7月12日㈮ 17時まで

https://www.si-gichokai.jp/forum/index.html#1192441
https://www.si-gichokai.jp/forum/index.html#1192441
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/soumuAE88411B40276F4B49258B2C00285CAD.htm
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/soumuAE88411B40276F4B49258B2C00285CAD.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/213/f064_061801.pdf
https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/213/f064_061801.pdf
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地
域
医
療
に
つ
い
て

は
、
医
師
不
足
や
偏
在
に

加
え
、
人
口
減
少
や
超
高

齢
化
へ
の
対
応
な
ど
、
厳

し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い

る
。
今
後
も
住
民
が
安
心

し
て
必
要
な
医
療
を
受
け

ら
れ
る
よ
う
、
医
師
確
保

対
策
を
は
じ
め
、
自
治
体

病
院
の
経
営
安
定
に
向
け

た
支
援
等
を
要
望
し
て
い

く
。

昨
年
４
月
に
改
正
地
方

自
治
法
が
成
立
し
、
地
方

公
共
団
体
の
重
要
な
意
思

決
定
を
行
う
地
方
議
会
の

役
割
や
、
議
員
の
職
務
の

明
文
化
が
実
現
し
た
。

今
後
は
、
定
期
総
会
で

採
択
さ
れ
た
決
議
に
基
づ

き
、
地
方
自
治
法
の
改
正

の
趣
旨
に
つ
い
て
十
分
に

周
知
を
図
る
と
と
も
に
、

地
方
議
会
に
対
す
る
住
民

地
方
財
政
委
員
会

社
会
文
教
委
員
会

地
方
行
政
委
員
会

委
員
長	

今
岡	

芳
徳	

福
山
市
議
長

委
員
長	

渋
川	

芳
三	

飯
山
市
議
長

少
子
化
対
策
に
つ
い
て

は
、
政
府
の
政
策
強
化
の
流

れ
を
と
ら
え
、
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
の
充
実
等
を
求
め

る
ほ
か
、
児
童
虐
待
防
止
や

子
ど
も
の
貧
困
対
策
な
ど
を

求
め
て
い
く
。

文
教
施
策
に
つ
い
て
は
、

教
職
員
の
人
材
確
保
や
働
き

方
改
革
、
い
じ
め
防
止
対
策

な
ど
を
求
め
て
い
く
。

こ
の
ほ
か
、
社
会
福
祉
や

保
健
衛
生
、
環
境
保
全
等
に

係
る
施
策
に
つ
い
て
も
要
望

し
て
い
く
。

の
理
解
と
関
心
を
深
め
、
多

様
な
人
材
の
市
議
会
へ
の
参

画
促
進
の
一
助
と
す
る
た

め
、
国
に
お
い
て
主
権
者
教

育
を
一
層
推
進
す
る
こ
と
を

求
め
る
。
併
せ
て
、
立
候
補

に
伴
う
休
暇
制
度
や
議
員
活

動
の
た
め
の
休
職
、
任
期
満

了
後
の
復
職
な
ど
労
働
法
制

の
見
直
し
に
つ
い
て
も
要
望

し
て
い
く
。

こ
の
ほ
か
、
地
方
創
生
や

過
疎
対
策
の
推
進
、
消
防
防

災
体
制
や
治
安
対
策
の
強
化

な
ど
に
つ
い
て
も
要
望
し
て

い
く
。

福
祉
・
医
療
サ
ー
ビ
ス

の
充
実
、
防
災・減
災
対
策

や
こ
ど
も
・
子
育
て
政
策

の
強
化
を
は
じ
め
、行
政
需

要
が
増
加
の
一
途
に
あ
る
。

一
方
、
地
方
財
政
は
、

巨
額
の
財
源
不
足
が
生
じ

る
厳
し
い
状
況
に
あ
る
た

め
、
令
和
７
年
度
地
方
財

政
対
策
に
向
け
て
、
地
方

税
・
地
方
交
付
税
等
の
一

般
財
源
総
額
の
確
保
・
充

実
を
強
く
求
め
、
併
せ
て
、

臨
時
財
政
対
策
債
の
発
行
の

縮
減
と
償
還
財
源
の
確
保
を

求
め
て
い
く
。

ま
た
、
地
方
税
制
の
拡
充

強
化
、
税
収
が
安
定
的
な
地

方
税
体
系
の
構
築
、
固
定
資

産
税
の
安
定
的
確
保
を
強
く

求
め
る
ほ
か
、
自
動
車
関
係

諸
税
の
見
直
し
に
当
た
っ
て

は
、
地
方
の
税
源
を
安
定
的

に
確
保
で
き
る
よ
う
求
め
る

と
と
も
に
、
電
気
や
ガ
ス
の

供
給
業
に
対
す
る
収
入
金
額

課
税
の
現
行
制
度
の
堅
持
を

要
望
し
て
い
く
。

委
員
長	

青
山	

昇
武	

津
市
議
長

各 委 員 会 活 動 方 針各 委 員 会 活 動 方 針第 2 3 7 回 理 事 会第 2 3 7 回 理 事 会

議
会
人
事

▼
議
長

▽
藤
枝	

油
井
和
行（
5・31
）

▽
臼
杵	

内
藤
康
弘（
6・4
）

▽
白
山	

吉
本
史
宏（
6・5
）

▽
須
賀
川	

佐
藤
暸
二（
6・6
）

▽
さ
い
た
ま

	

帆
足
和
之（
6・6
）

▽
熊
谷	

小
島
正
泰（
6・6
）

▽
練
馬	

福
沢　
剛（
6・7
）

▽
鴻
巣	

矢
島
洋
文（
6・7
）

▽
鴨
川	

川
﨑
浩
之（
6・10
）

▽
天
草	

勝
木
幸
生（
6・10
）

▽
和
歌
山	

丹
羽
直
子（
6・11
）

▽
徳
島	

船
越
智
子（
6・11
）

▼
副
議
長

▽
藤
枝	

平
井　
登（
5・31
）

▽
越
谷	

瀬
賀
恭
子（
6・3
）

▽
臼
杵	

伊
藤　
淳（
6・4
）

▽
さ
い
た
ま

	

西
山
幸
代（
6・6
）

▽
熊
谷	

田
中　
正（
6・6
）

▽
美
濃
加
茂

	

山
田　
栄（
6・6
）

▽
練
馬

	

西
野
こ
う
い
ち（
6・7
）

▽
鴨
川	

福
原
三
枝
子（
6・10
）

▽
天
草	

濱
洲
大
心（
6・10
）

▽
和
歌
山	

園
内
浩
樹（
6・11
）

▼
事
務
局
長

▽
大
和
郡
山

	

樋
口　
登（
4・1
）
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我
が
国
に
お
い
て
は
、

社
会
環
境
の
劇
的
な
変
化

に
よ
り
地
域
社
会
に
お
け

る
人
と
人
と
の
関
係
性
が

希
薄
化
し
、
さ
ら
に
は
、

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
よ
り

内
在
し
て
い
た
孤
独
・
孤

立
の
問
題
が
顕
在
化
・
深

刻
化
し
、
大
き
な
社
会
問

題
に
な
っ
て
い
る
。

国
に
お
い
て
は
政
府
一

体
と
な
っ
て
孤
独
・
孤
立

産
業
経
済
委
員
会

委
員
長	
小
山
田	

邦
弘	

姶
良
市
議
長

建
設
運
輸
委
員
会

委
員
長	

千
葉
　
榮	

釜
石
市
議
長

社
会
的
な
孤
独・孤
立
問
題
に
関
す
る

特
別
委
員
会

委
員
長	

藤
澤	

進
一	

江
戸
川
区
議
長

問
題
に
取
り
組
ん
で
お
り
、

本
年
4
月
1
日
に
孤
独
・
孤

立
対
策
推
進
法
が
施
行
さ
れ
、

施
策
の
強
化
が
図
ら
れ
た
。

各
自
治
体
で
も
、
関
係
法

令
や
国
の
取
組
等
を
踏
ま

え
、
地
域
の
実
情
に
応
じ

た
取
組
を
進
め
て
い
る
が
、

様
々
な
課
題
を
抱
え
て
い

る
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま

え
、
本
委
員
会
で
は
、
社
会

的
な
孤
独
・
孤
立
問
題
の
調

査
研
究
を
行
い
、
課
題
解
決

に
向
け
て
国
等
に
対
す
る
要

望
・
提
言
を
取
り
ま
と
め
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

農
林
水
産
業
の
振
興
で

は
、
食
料
自
給
体
制
等
の

維
持
・
向
上
に
不
可
欠
で

あ
る
と
と
も
に
、
地
域
活

性
化
の
要
で
も
あ
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
持
続
的
か
つ

健
全
な
発
展
を
図
る
た

め
、
担
い
手
の
育
成
な
ど

諸
課
題
の
解
決
に
向
け
た

対
策
を
講
じ
る
よ
う
引
き

続
き
求
め
て
い
く
。

中
小
企
業
振
興
対
策
で

は
、
原
材
料
・
エ
ネ
ル
ギ
ー

価
格
の
高
騰
や
人
件
費
の
上

昇
、
人
手
不
足
、
不
十
分
な

価
格
転
嫁
等
に
よ
る
極
め
て

厳
し
い
現
状
を
踏
ま
え
、
一

層
の
支
援
の
拡
充
を
求
め
て

い
く
。

資
源
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策

で
は
、
地
方
に
お
け
る
脱
炭

素
化
に
向
け
た
取
組
推
進
の

た
め
、
積
極
的
な
財
政
措
置

や
情
報
の
提
供
な
ど
更
な
る

支
援
を
求
め
て
い
く
。

自
然
災
害
対
策
で
は
、

１
月
１
日
の
能
登
半
島
地

震
発
生
に
加
え
、
毎
年
の

よ
う
に
豪
雨
で
河
川
が
氾

濫
し
、
全
国
各
地
に
甚
大

な
被
害
が
発
生
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
頻

発
・
激
甚
化
す
る
自
然
災

害
対
策
の
更
な
る
充
実
強

化
を
要
望
し
て
い
く
。

各
種
交
通
基
盤
に
つ
い

て
は
、
道
路
や
新
幹
線
鉄
道
、

空
港
、
港
湾
の
整
備
促
進
の

ほ
か
、
地
域
公
共
交
通
の
充

実
強
化
を
要
望
し
て
い
く
。

都
市
基
盤
に
つ
い
て
は
、

橋
梁
や
ト
ン
ネ
ル
、
上
下
水

道
な
ど
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
老

朽
化
対
策
の
ほ
か
、
空
き

家・空
き
地・所
有
者
不
明
土

地
対
策
の
推
進
も
要
望
し
て

い
く
。

観
光
に
つ
い
て
は
、
持
続

可
能
な
観
光
地
域
づ
く
り
や

オ
ー
バ
ー
ツ
ー
リ
ズ
ム
対
策

な
ど
を
要
望
し
て
い
く
。

本
年
度
の
第
一
回
目
の

「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
」

は
、
5
月
29
日
に
開
催
さ

れ
、
全
国
市
議
会
議
長
会

か
ら
は
坊
恭
寿
会
長
が
出

席
し
、「
骨
太
の
方
針
の

策
定
等
」
に
つ
い
て
意
見

交
換
が
行
わ
れ
た
。

坊
会
長
は
当
日
の
協
議

の
場
の
席
上
、
活
力
あ
る

地
方
議
会
の
創
出
の
た
め
、

主
権
者
教
育
の
一
層
の
推

国
と
地
方
の
協
議
の
場
等
に
関
す
る

特
別
委
員
会

進
、
労
働
法
制
の
見
直
し
や

厚
生
年
金
へ
の
地
方
議
会
議

員
の
加
入
に
つ
い
て
、
ま
た
、

地
方
税
・
地
方
交
付
税
等
の

一
般
財
源
総
額
の
着
実
な
増

額
、
そ
し
て
能
登
半
島
地
震

を
踏
ま
え
た
防
災
・
減
災
対

策
の
強
化
を
求
め
た
。

今
後
も
地
方
公
共
団
体

が
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た

き
め
細
か
な
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
安
定
的
に
提
供
で
き
る
よ

う
、
引
き
続
き
、
地
方
税
財

政
の
充
実
強
化
等
を
強
く
求

め
て
い
く
。

委
員
長	

田
口	

裕
士	

岡
山
市
議
長
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高
規
格
幹
線
道
路
網
の
早
期

完
成
に
向
け
た
ミ
ッ
シ
ン
グ

リ
ン
ク
解
消
な
ど
を
要
望
し

て
い
る
。
ま
た
、
公
共
交
通

の
確
保・維
持
と
し
て
、地
域

高
交
通
の
事
業
者
等
に
対
す

る
財
政
措
置
や
新
幹
線
鉄
道
、

空
港
や
港
湾
の
整
備
促
進
な

ど
を
要
望
し
て
い
る
。

３  

都
市
基
盤
整
備

社
会
資
本
整
備
事
業
等
の

推
進
と
し
て
、橋
梁
や
ト
ン
ネ

ル
等
の
経
年
劣
化
対
策
の
た

め
の
予
算
確
保
及
び
緊
急
に

修
繕
が
必
要
な
場
合
の
財
政

支
援
な
ど
を
要
望
し
て
い
る
。

ま
た
、空
き
家・
空
き
地
及

び
所
有
者
不
明
土
地
対
策
の

定
し
た
。

千
葉
委
員
長
は
冒
頭
あ
い

さ
つ
で
、
令
和
６
年
能
登
半

島
地
震
や
豪
雨
な
ど
甚
大
な

被
害
を
も
た
ら
す
災
害
が
全

国
各
地
で
発
生
し
て
い
る
状

況
に
つ
い
て
触
れ
、「
頻
発
・

激
甚
化
す
る
自
然
災
害
対
策

の
更
な
る
充
実
強
化
を
求
め

て
い
く
必
要
が
あ
る
」
と
述

べ
た
。

当
日
の
委
員
会
で
決

定
し
た
要
望
書
は
、
▽

自
然
災
害
対
策
▽
各
種

推
進
や
、
国
の
水
道
事
業
が

本
年
４
月
１
日
に
国
土
交
通

省
へ
移
管
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
水
道
整
備
の
推
進
と
し

て
施
設
の
耐
震
化
や
更
新
な

ど
に
つ
い
て
要
望
し
て
い
る
。

４  

観
光
施
策
の
推
進

魅
力
あ
る
観
光
地
域
づ
く

り
の
促
進
と
し
て
、
旅
行
客

受
入
環
境
の
整
備
や
観
光
産

業
の
生
産
性
向
上
・
高
付
加

価
値
化
、
観
光
資
源
の
磨
き

上
げ
な
ど
に
取
り
組
む
た
め

の
財
源
の
確
保
、
特
定
の
観

千葉建設運輸委員長
（釜石市）

第
180
回
建
設
運
輸
委
員
会

１　自然災害対策の推進
① 台風・豪雨対策の推進
② 地震・津波対策等の推進
③ 災害復旧・復興支援
④ 災害対応の充実強化

2	各種交通基盤整備の推進
① 道路の整備促進
② 新幹線鉄道等の整備促進
③ 公共交通の確保・維持
④ 空港の整備促進
⑤ 港湾の整備促進

3	都市基盤整備の推進
① 社会資本整備事業等の推進
② 市街地整備の推進
③ 空き家・空き地及び所有者不明
  土地対策の推進
④ 水道整備の推進
⑤ 下水道整備の推進

4	観光施策の推進
① 魅力ある観光地域づくりの促進
② 国内外旅行者の増加に向けた施策

建
設
運
輸
委
員
会
（
委
員

長
＝
千
葉
榮
釜
石
市
議
会
議

長
）
は
７
月
１
日
、
全
国
都

市
会
館
で
第
１
８
０
回
委
員

会
を
開
催
し
、
要
望
書
を
決

交
通
基
盤
整
備
▽
都
市
基
盤

整
備
▽
観
光
施
策
―
の
４
項

目
の
推
進
を
求
め
て
い
る

（
左
掲
、
全
文
は
本
会
ウ
ェ
ブ

掲
載 

）。

１  

自
然
災
害
対
策

台
風
・
豪
雨
対
策
の
推
進

と
し
て
、
流
域
治
水
の
本
格

的
実
践
及
び
「
防
災
・
減
災
、

国
土
強
靱
化
の
た
め
の
５
か

年
加
速
化
対
策
」
に
必
要
な

予
算・財
源
の
確
保
、災
害
復

旧・復
興
支
援
と
し
て
、原
形

復
旧
に
留
ま
ら
ず
、
改
良
復

旧
も
積
極
的
推
進
す
る
こ
と

な
ど
を
要
望
し
て
い
る
。

２ 
各
種
交
通
基
盤
整
備

道
路
の
整
備
促
進
と
し
て
、

江島自民党国土交通部会長代理（中央）に要望

光
地
に
お
け
る
オ
ー
バ
ー

ツ
ー
リ
ズ
ム
な
ど
に
配
慮
し

た
持
続
可
能
な
観
光
の
推
進

な
ど
を
要
望
し
て
い
る
。

当
日
は
、
内
閣
府
政
策
統

括
官
（
防
災
担
当
）
付
の
西

川
誠
明
企
画
官（
総
括
担
当
）

が
「
最
近
の
内
閣
府
防
災
の

取
組
」、
国
土
交
通
省
水
管

理
・
国
土
保
全
局
上
下
水
道

企
画
課
（
上
下
水
道
審
議
官

グ
ル
ー
プ
）
の
堂
薗
洋
昭
上

下
水
道
事
業
調
整
官
が
「
水

道
行
政
の
移
管
と
今
後
の
上

下
水
道
行
政
に
つ
い
て
」
と

題
し
説
明
し
た
。

委
員
会
終
了
後
、
千
葉
委

員
長
、
楠
學
副
委
員
長
（
西

条
市
議
会
議
長
）
は
、
江
島

潔
自
民
党
国
土
交
通
部
会
長

代
理
に
面
談
し
、
同
委
員
会

で
決
定
し
た
事
項
に
つ
い
て

要
望
し
た
。

災
害
対
策
等 

推
進
求
め
る

関せ
き
ね
ま
さ
あ
き

根
正
明
氏
（
妙
高
市
議

会
議
長
）６
月
23
日
逝
去
、71

歳
。
葬
儀
告
別
式
は
６
月
26

日
、
市
内
で
執
り
行
わ
れ
た
。

喪
主
は
妻
の
久
美
子
さ
ん
。

訃
報

建設運輸委員会要望事項建設運輸委員会要望事項

https://www.si-gichokai.jp/request/request-iin/kensetsu/index.html
https://www.si-gichokai.jp/request/request-iin/kensetsu/index.html
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今
後
の
活
動
方
針
了
承

第
28
回
国
と
地
方
特
別
委

田口委員長（岡山市）

坊会長（神戸市）

国
と
地
方
の
協
議
の
場
等

に
関
す
る
特
別
委
員
会
（
委

員
長
＝
田
口
裕
士
岡
山
市
議

会
議
長
）
は
７
月
2
日
、
全

国
都
市
会
館
で
第
28
回
委
員

会
を
開
催
し
た
。

会
議
で
は
、
坊
恭
寿
会
長

（
神
戸
市
会
議
長
）
が
去
年

12
月
以
降
の
「
国
と
地
方
の

協
議
の
場
」
や
地
方
創
生
に

関
す
る
地
方
六
団
体
と
の
意

見
交
換
会
に
お
け
る
こ
れ
ま

で
の
発
言
内
容
を
報
告
。
若

者
や
女
性
、
会
社
員
な
ど
多

様
な
人
材
が
市
議
会
に
参
画

し
、
活
力
あ
る
地
方
議
会
を

創
出
す
る
た
め
の
対
応
策
に

つ
い
て
求
め
た
ほ
か
、
地
方

税
財
政
対
策
、防
災・減
災
対

策
、５
Ｇ・光
フ
ァ
イ
バ
等
の

デ
ジ
タ
ル
イ
ン
フ
ラ
の
早
期

整
備
や
専
門
的
な
デ
ジ
タ
ル

人
材
の
計
画
的
な
育
成
確
保

な
ど
を
要
望
し
た
こ
と
を
報

告
し
た
。

続
い
て
、
令
和
７
年
度
予

算
編
成
に
向
け
た
今
後
の
活

動
方
針
と
し
て
▽
地
方
税
財

令和7年度活動方針令和7年度活動方針
１　地方税財政対策

税源の偏在性が小さく税収が安定的
な地方税体系の構築

地方交付税等の一般財源総額の確保・
充実、臨時財政対策債の発行の縮減

２　地方議会制度の充実
多様な人材が立候補しやすい環境整

備や議員の処遇改善について法制度面
を含め総合的に取り組むこと

厚生年金への地方議会議員の加入の
早期実現

３　こども・子育て政策
地方の意見聴取の仕組みづくり、政策

推進のための安定財源確保

政
対
策
▽
地
方
議
会
制
度
の

充
実
▽
こ
ど
も
・
子
育
て
政

策
―
の
３
点
へ
の
対
応
を
説

明
し
た
（
左
表
掲
）。

協
議
終
了
後
、
総
務
省
統

計
局
統
計
情
報
利
用
推
進
課

の
長
藤
洋
明
統
計
利
用
推
進

研
究
官
が
「
地
方
議
会
に
お

け
る
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ*
の
推
進
に

つ
い
て
」
と
題
し
て
講
演
し

た
。

*　
Ｅ
Ｂ
Ｐ
Ｍ
＝
エ
ビ
デ
ン

ス
・
ベ
ー
ス
ト
・
ポ
リ
シ
ー
・

メ
イ
キ
ン
グ
。
証
拠
（
エ
ビ

デ
ン
ス
）
に
基
づ
く
政
策
立

案
。

市　章

【
市
の
概
要
】

▽
人
口　
３
万
８
６
７
人

（
令
和
６
年
５
月
31
日
現
在
）

▽
面
積　
２
８
６・48
㎢

▽
歴
史
・
沿
革　
仙
台
藩
主

伊
達
政
宗
の
重
臣
片
倉
小
十

郎
公
の
城
下
町
と
し
て
発
展
。

昭
和
29
年
４
月
に
白
石
町
外

６
カ
村
が
合
併
し
て
誕
生
。

昭
和
32
年
３
月
に
１
村
を
編

入
し
現
在
に
至
る
。
宮
城
県

の
内
陸
部
に
あ
っ
て
南
境
を

福
島
県
に
接
し
、
仙
台
市
と

福
島
市
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
。

南
北
に
国
道
４
号
、
東
北
自

動
車
道
、Ｊ
Ｒ
東
北
本
線
、東

北
新
幹
線
が
走
り
、
交
通
の

要
衝
と
し
て
宮
城
県
南
部
の

中
心
を
な
す
交
流
拠
点
都
市

で
あ
る
。

▽
シ
ン
ボ
ル　
「
黒
つ
り

鐘
」
は
片
倉
小
十
郎
公
の
軍

旗
を
表
わ
し
、
外
円
は
合
併

時
の
町
村
が
丸
く
お
さ
ま
り
、

白
円
は
白
石
市
の
白
を
表
す
。

車
の
両
輪
の
ご
と
く
限
り
な

い
前
途
を
象
徴
し
た
も
の
で

あ
る
。

【
議
会
の
概
要
】

▽
議
員
定
数　

16
人
（
現

在・男
性
14
人
、
女
性
２
人
）

▽
前
回
選
挙　
令
和
５
年
７

月
23
日
。立
候
補
者
19
人
。投

票
率
55・20
％

▽
議
会
ト
ピ
ッ
ク
ス　
昨
年

の
選
挙
に
よ
り
、
議
員
16
人

中
４
人
の
新
人
が
当
選
、
ま

た
女
性
議
員
数
も
ゼ
ロ
か
ら

２
人
と
な
っ
た
。
新
し
い
視

点
で
こ
れ
ま
で
の
議
会
の
在

り
方
を
見
直
し
、
議
員
間
の

連
絡
に
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
す
る

な
ど
、
議
会
改
革
に
取
り
組

ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

白石城で開催される「鬼小十郎まつり」
（写真提供＝白石市）

本
市
は
宮
城
県
最
南
端
の

市
で
あ
り
、
西
に
は
国
定
公

園
蔵
王
連
峰
を
擁
し
、
片
倉

家
の
城
下
町
と
し
て
古
の
文

化
を
伝
え
る
城
下
町
で
す
。

ま
た
、
南
北
に
東
北
新
幹
線

と
東
北
自
動
車
道
な
ど
の
高

速
交
通
網
に
よ
り
、
流
通
イ

ン
フ
ラ
が
整
備
さ
れ
た
産
業

都
市
で
も
あ
り
ま
す
。

現
在
、
ス
マ
ー
ト
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
整
備
事
業

が
行
わ
れ
て
お
り
、
連
結
し

た
道
の
駅
や
防
災
公
園
、
工

業
団
地
の
整
備
事
業
も
行
わ

れ
て
お
り
ま
す
。

本
年
は
市
制
施
行
70
周
年

を
迎
え
、
次
世
代
に
つ
な
い

で
い
く
ま
ち
づ
く
り
を
目
指

し
て
お
り
ま
す
。

ぜ
ひ
白
石
市
へ
お
越
し
く

だ
さ
い
。

議
長
の
話

議
長
の
話

白

石

市

副
会
長
市
紹
介

第1回第 1回

松野久郎 議長
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全国市議会議長会では、議員の皆さまが、不慮の事故によるケガ等に備えて、安心して議員活動を行うこ
とができるよう、全国の市区議会議員を対象とした団体補償制度を用意しています。

議員の皆さまのための福利厚生制度 傷 害 総 合 保 険

全国市議会議員団体補償制度のご案内
保 険 期 間  令 和 6 年 8 月 1 日 か ら 1 年 間

全 国 市 議 会 議 員 団 体 補 償 制 度 の 概 要

過去の損害率による
割増5%

月額保険料3,500円で最大死亡・後遺障害保険金額
2,000万円の補償。一般の保険に個人で加入するよりも
割安な保険料で大きな補償を受けることができます。

団体契約による割引（※）がない場合と比較すると年
間10,560円もお得です!!（※） 団体割引20％

1年間の保険料は年齢に関係なく、本人型は月額
3,500円、夫婦型は月額5,７00円、家族型は月額７,９00
円となっています。

「ケガの補償」は、日本国内・海外を問わず、通勤途
中、公務中、家庭内、職場内、旅行中など、日常生活
や議員活動中における24時間のあらゆるケガを補償。
地震・噴火、これらによる津波に起因する死亡・後遺障
害・入院・通院も補償します。
「賠償の補償」は、本人だけでなく、配偶者や同居

の親族などが日常生活において、他人をケガさせた
り、他人の財物を壊したりしたことにより、法律上の
賠償責任が発生した場合に補償します。

市区議会議員の皆さまであれば、どなたでも加入す
ることができ、加入に際して医師の診査は不要です。

夫婦型への加入で配偶者も補償の対象となります。
また、家族型への加入なら配偶者、本人またはその配
偶者の同居親族、本人またはその配偶者の別居の未婚
の子も補償の対象となります。

割安な保険料で大きな補償！ 月額保険料 3,500 円で
最大死亡・後遺障害保険金額 2,000 万円！

日常生活や議員活動中の事故によるケガまで24時間の
安心補償！　地震など天災事故によるケガも補償！

議員 1 人のお申し込みでご家族の皆さまを補償 !
医師の診査不要で加入手続が簡単 !

保険期間は、毎年8月1日から1年間で、中途加入も
随時受け付けており、特段の申し出がない限り、翌年
度以降も自動更新となります。

また、議員退職時において継続して加入することも
できます。

継続して加入されている方は、8月1日補償開始時
（契約更新時）にプランの変更ができます。

保険期間は8月1日から　中途加入も随時受付！
議員退職時に継続加入も可能！

本人型本人型  月々3,500円 夫婦型夫婦型 月々5,700円 家族型家族型 月々7,900円\割安な保険料で大きな補償‼/\割安な保険料で大きな補償‼/

保険金額と保険料

月額3,500円                             で充実の補償をご提供
全国市議会議員 団体補償制度のご案内

制度の特長

たとえばこんな場合、補償の
対象になります。

保険料（3,500円/月）が割安! 最大死亡・
後遺障害保険金額2,000万円の補償
団体契約による割引がなければ保険料は本人型で
4,380円/月となります。

※加入対象者：市区議会議員の皆さま（議員退職時に継続加入いただけます。）
!!

天災危険補償特約・後遺障害等級限定補償特約（第１級～３級）・手術保険金倍率変更特約および重大手術保険金
倍率変更特約

（保険期間：2024年8月1日午後4時から1年間）
（団体割引20%過去の損害率による割増5%）

（保険期間1年、職種級別A級）

 （有）都市企画センター  〒162-0822 新宿区下宮比町2-28-328  Tel：03-5261-8539　　受付時間：平日午前9時から午後5時まで
〈引受幹事保険会社〉
〈お問い合わせ先〉

 損害保険ジャパン株式会社

このご案内は概要を説明したものです。
詳しい内容については取扱代理店までお問い合わせください。

SJ24-03543（2024/06/21）

プラン 本人型

補償内容 保険金額

補償の対象者 本人 本人 配偶者 本人 配偶者 同居の親族と
別居の未婚の子

死亡・後遺障害
保険金額 2,000万円 2,000万円 1,000万円

入院保険金日額 10,000円 10,000円 8,600円

通院保険金日額 5,400円 5,400円 4,750円

2,000万円 1,000万円 500万円

10,000円 8,600円 4,600円

5,400円 4,750円 2,430円

手術保険金

個人賠償
責任補償 最高2億円（自己負担なし）

月払保険料 3,500円 5,700円 7,900円

夫婦型 家族型

ケガの保険
（傷害総合保険）

夫婦型は5,700円
家族型は7,900円

入院中の手術 倍02 の額日金険保院入：
外 来 の 手 術 倍5 の額日金険保院入：重大手術以外の場合

入院保険金日額の40倍重大手術の場合

議員の皆さま1人のお申し込みで
ご家族の皆さまを補償できます!

もご用意しています!!

本人　　 本人の配偶者
本人またはその配偶者の同居の親族（※）
本人またはその配偶者の別居の未婚の子

（※）親族：6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族

日常生活や議員活動中の
事故によるケガ

同居の子供や孫が
他人のものを破損させた

自宅で誤って
転倒によるケガ

詳しくは、パンフレット（6月10日付にて各市区
議会事務局に送付）をご覧ください。


